
東
日
本
大
震
災
の
犠
牲
者
へ
の

黙
と
う
に
つ
い
て

　
東
日
本
大
震
災
の
発
生
か
ら
11
年

が
経
過
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　
市
は
、
震
災
に
よ
り
犠
牲
と
な
っ

た
方
に
対
し
、
哀
悼
の
意
を
表
す
る

と
と
も
に
、
ご
冥
福
を
お
祈
り
す
る

た
め
、
３
月
11
日
㈮
14
時
46
分
か
ら

１
分
間
の
サ
イ
レ
ン
吹
鳴
を
行
い
ま

す
。

　
サ
イ
レ
ン
と
同
時
に
１
分
間
の
黙

と
う
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
　
総
務
Ｇ
（
☎
85
１
１
３
０
）

防
災
行
政
無
線
の

サ
イ
レ
ン
を
吹
鳴
し
ま
す

　
訓
練
に
伴
い
、
防
災
行
政
無
線
の

サ
イ
レ
ン
を
吹
鳴
し
ま
す
。
実
際
の

災
害
と
お
間
違
い
の
な
い
よ
う
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

日
時
　
３
月
23
日
㈬
14
時
ご
ろ

場
所
　
市
内
全
域

※

気
象
な
ど
の
影
響
に
よ
り
、
中
止

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
聞
き
逃
し
確
認
ダ
イ
ヤ
ル
（
☎
85

０
１
９
３
）

問
　
総
務
Ｇ
（
☎
85
１
１
３
０
）

自
動
車
税
種
別
割
の

住
所
変
更
を
お
忘
れ
な
く

　
自
動
車
税
種
別
割
は
、
４
月
１
日

現
在
の
登
録
に
基
づ
い
て
課
税
さ
れ

る
税
金
で
す
。

　
住
所
が
変
わ
っ
た
と
き
は
、
速
や

か
に
室
蘭
運
輸
支
局
で
手
続
き
し
て

く
だ
さ
い
。
令
和
４
年
度
の
自
動
車

税
種
別
割
納
税
通
知
書
を
確
実
に
お

届
け
す
る
た
め
に
、
３
月
中
の
手
続

き
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
住
所
変
更
が
間
に
合
わ
な
い
場
合

　
札
幌
道
税
事
務
所
自
動
車
税
部
に

ご
連
絡
い
た
だ
く
か
、
北
海
道
の
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
住
所
変
更
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

※

軽
自
動
車
税
種
別
割
に
つ
い
て
は
、

課
税
さ
れ
て
い
る
市
区
町
村
が
窓

口
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

問
　
札
幌
道
税
事
務
所
自
動
車
税
部

（
☎
011

－

746

－

１
１
９
０
）

確
定
申
告
は
お
早
め
に

　
令
和
３
年
分
の
所
得
税
及
び
復
興

特
別
所
得
税
、
贈
与
税
の
確
定
申
告

書
の
提
出
期
限
は
、
３
月
15
日
㈫
で

す
。

　
ま
た
、
個
人
事
業
者
の
消
費
税
及

び
地
方
消
費
税
の
確
定
申
告
書
の
提

出
期
限
は
３
月
31
日
㈭
で
す
。

※

室
蘭
税
務
署
で
は
、
混
雑
緩
和
の

た
め
、
後
日
の
来
場
を
お
願
い
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
入

場
に
は
『
入
場
整
理
券
』
が
必
要

で
す
。
『
入
場
整
理
券
』
は
、
当

日
配
布
す
る
ほ
か
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で

事
前
発
行
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

※

詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
　
室
蘭
税
務
署
（
☎
㉒
４
１
５
１
）

忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う

　
市
税
な
ど
の
納
付
に
は
、
口
座
振

替
制
度
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

払
い
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ

リ
が
便
利
で
す
。
ア
プ
リ
で
納
付
し

た
場
合
、
領
収
書
は
発
行
さ
れ
ま
せ

ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
国
民
健
康
保
険
税
（
普
通
徴
収
第

10
期
）

納
期
限
　
３
月
31
日
㈭

問
　
国
民
健
康
保
険
Ｇ

（
☎
85
１
７
７
１
）

登
別
市
立
地
適
正
化
計
画
に
係
る

届
出
制
度
に
つ
い
て

　
市
は
、
急
激
な
人
口
減
少
や
少
子

高
齢
化
な
ど
の
社
会
情
勢
の
変
化
を

背
景
に
、
医
療
、
介
護
福
祉
、
商
業

等
の
都
市
機
能
や
居
住
の
誘
導
・
集

約
、
公
共
交
通
の
充
実
に
よ
り
持
続

可
能
な
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
を
実
現

す
る
た
め
、
３
月
31
日
㈭
に
『
登
別

市
立
地
適
正
化
計
画
』
の
策
定
・
公

表
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　
本
計
画
を
公
表
し
た
日
か
ら
、
３

戸
以
上
の
住
宅
の
建
築
行
為
や
一
定

規
模
以
上
の
開
発
行
為
な
ど
を
行
う

際
に
は
、
市
へ
の
届
出
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

※

詳
し
く
は
、
市
公
式

　
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご

　
覧
く
だ
さ
い
。

問
　
都
市
政
策
Ｇ（

☎
85
３
２
３
０
）

く
ら
し
の
ガ
イ
ド

※内容については、２月10日現在の情報を掲載して
　います。イベントなどについて、中止や延期とな
　っている場合がありますので、ご注意ください。

く
ら
し
と

住
ま
い

収集の申し込み　(有)登和清掃（☎88０２００）

その他の問い合わせ　環境対策グループ
　　　　　　　　　　（☎85２９５８）

※土・日曜日、祝日を除く９時～17時。
※電話のかけ間違いに十分注意してください。

7 くらしのガイド　市や国、道からのお知らせ2022.３月号

くらしのガイド

ラ
イ
ン

４月11日㈪　
～４月16日㈯美園町4～6丁目 ３月28日㈪　

～４月８日㈮

４月18日㈪　
～４月23日㈯

４月４日㈪　
～４月15日㈮

４月25日㈪　
～４月30日㈯

４月11日㈪　
～４月22日㈮

地　区 収集期間 申込期間

※粗大ごみは、１品ごとに『ごみ処理券（１枚240円）』  
を貼って出してください（１回につき５品まで）。

４月の粗大ごみ収集

青葉町、緑町、鉱山町、
川上町、片倉町、新栄
町、札内町、来馬町、
富浦町(除1～5丁目)

カルルス町、上登別町、
登別温泉町、中登別町、
富浦町１～５丁目、幸
町、登別本町、登別港町


